
使用までの流れ 

① 地域開放 

（５人以上の校区住民で学校を利用する場合。） 
 ② 一般利用（①以外の利用。） 

使用料：無料  使用料：有料 

団体登録申請 （様式第１号・２号）  利用申請 （松江市立学校使用願） 

学校施設開放運営委員会  学 校 

団体登録の可否通知 （様式第１号・２号）  申請書送付 （松江市立学校使用願） 

利用を希望される団体  松江市教育委員会 

利用申請 （様式第３号・４号）  利用の可否 

許可の場合 
…納入通知書 

（学校使用許可書） 

（納入通知書） 
学 校 

利用の可否 （様式第４号）  利用を希望される団体 

利用を希望される団体   使用料納付 

   松江市教育委員会 

     

当該施設利用 

利用を希望される団体 

・ 原則、市民の利用のみ対象 

・ 営利は不許可 

・ 年度利用計画を優先 

・ ①は②より優先。ただし、②で既に使用の場合は調整 


